
　宮城県内で流通する食品等について、収去検査（注）により下記のとおり放射性物質検査を実施しました
ので、その結果をお知らせします。

　令和８年１月６日～２月１８日

　令和８年１月７日～２月２４日

　宮城県保健環境センター、（一財）宮城県公衆衛生協会

　一般食品は、主にNaIシンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング法で測
定します。ただし、結果がスクリーニングレベル（50Bq/kg）を超えた場合やその他の
食品区分は、ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による精密検査法で検査結果を確
定します。

　全ての品目について、基準値を下回り、安全性に問題ないことが確認されました。
詳細は下表のとおりです。

１　検体採取日

２　検査結果判明日

３　検査機関

４　測定機器・測定法

５　検査結果

（注）収去検査
　 食品衛生法第２８条に基づき、厚生労働大臣や知事等が食品の安全の確保、飲食による危害の発生防止及び国民の健康の保護を図る上で
必要があると認めるとき、営業者やその他の関係者から無償で食品等を提供させ、試験検査を行うこと。
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※１

※２ 　不検出とは、スクリーニング法における測定下限値未満であったことを示しています。測定下限値は
基準値の１／４の濃度以下で検出限界値以上の値であることが条件であり、一般食品の場合には２５
Bq/kgとしています。

　不検出とは、精密検査法における検出限界値未満であったことを示しています。検出限界値は測
定機器で検出できる放射性物質濃度の最小の値を指し、基準値の１／５の濃度以下で、測定毎に異
なります。

（参考）




